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 提出後の操作方法 

4.1. 「差戻し」されたとき  

提出した調査票を都道府県が確認した結果、何らかの問題があった場合、「差戻し」をさせて

いただく場合があります。 

「差戻し」があった場合は、内容を訂正し、再度提出する必要があります。 

! 補足 

◼ 通知メールについて調査票トップ画面「連絡先設定」でメールアドレスを登録してい

ると、差戻しがあった際にメールを受け取ることができます。 

 

(1) 差戻し内容を確認する  

初めに、差戻し内容を確認します。 

調査票トップ画面の「状況」欄に「差戻し箇所を修正し再度提出してください。」と表

示されます。 

 

 

また、各調査票の状況が「記入中」と表示されます。 

「記入中（警告あり）」と表示されている場合は、都道府県から「差戻し理由」が登録

されています。（差戻し理由の確認方法は「P64 状況が「記入中（警告あり）」の場

合」をご参照ください。） 
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備考欄に都道府県からの書き込みがあった場合、合わせて確認してください。 

 

※ 備考欄の操作方法は「P85 コメントを残したい（登録状況の確認 備考欄）」をご

参照ください。 
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(2) 該当箇所を訂正し、再提出する  

①  状況が「記入中（警告あり）」の場合 

状況が「記入中（警告あり）」の場合、都道府県により「差戻し理由」を登録されています。

（基本情報以外の調査票に「差戻し理由」がつくことはありません。） 

状況が「記入中（警告あり）」の調査票を開きます。 

 

 

都道府県から「差戻し理由」を登録されている項目名の、文字色が緑・下線付きで表示

されます。クリックすると「差戻し理由」が表示されます。 

 

 

「差戻し理由」を確認し、調査票を修正します。 

修正後、「記入した内容をチェックして登録する」ボタンをクリックして保存します。 

 

 

 

クリックして開きます。 

クリックすると差

戻し理由が表示さ

れます。 

「閉じる」ボタンをクリ

ックすると、差戻し理由

が閉じます。 
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修正後の登録が完了したら、「前画面に戻る」ボタンをクリックして調査票トップ画面

に戻ります。 

 

 

調査票トップ画面が表示されます。 

各調査票の記入状況の「状況」欄に「記入中」と表示されている調査票がある場合、そ

の調査票の画面を開き、「記入した内容をチェックして登録する」ボタンをクリックし

て保存します。 

 

※ 訂正する必要がない場合でも、必ず保存してください。保存することにより調査票の

状況が「記入済」になり、「提出する」ボタンがクリック可能になります。 

 

「P53 提出する」を参照して、提出を行うと完了です。 
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②  状況が「記入中」の場合 

都道府県より修正箇所の指示を受け、修正箇所を確認します。 

調査票を修正します。 

修正後、「記入した内容をチェックして登録する」ボタンをクリックして保存します。 

 

修正後の登録が完了したら、「前画面に戻る」ボタンをクリックして調査票トップ画面

に戻ります。 

 

調査票トップ画面が表示されます。 

各調査票の記入状況の「状況」欄に「記入中」と表示されている調査票がある場合、そ

の調査票の画面を開き、「記入した内容をチェックして登録する」ボタンをクリックし

て保存します。 

 

※ 訂正する必要がない場合でも、必ず登録をしてください。登録することにより調査票

の状況が「記入済」になり、「提出する」ボタンがクリック可能になります。 

「P53 提出する」を参照して、提出を行うと完了です。 

  


